
令和元年11月1日改定

基本料金 425 円 × 1.10 ＝ 467 円

1 ㎥ ～ 5 ㎥ 10 円 （ 10 円 × 水量 ＋ 425 円 ）×1.10

6 ㎥ ～ 10 ㎥ 97 円 （ 97 円 × 水量 － 10 円 ）×1.10

11 ㎥ ～ 15 ㎥ 124 円 （ 124 円 × 水量 － 280 円 ）×1.10

16 ㎥ ～ 25 ㎥ 168 円 （ 168 円 × 水量 － 940 円 ）×1.10

26 ㎥ ～ 50 ㎥ 230 円 （ 230 円 × 水量 － 2,490 円 ）×1.10

51 ㎥ ～ 100 ㎥ 293 円 （ 293 円 × 水量 － 5,640 円 ）×1.10

101 ㎥ ～ 500 ㎥ 342 円 （ 342 円 × 水量 － 10,540 円 ）×1.10

501 ㎥ 358 円 （ 358 円 × 水量 － 18,540 円 ）×1.10

基本料金 425 円 × 1.10 ＝ 467 円

1 ㎥ ～ 5 ㎥ 10 円 （ 10 円 × 水量 ＋ 425 円 ）×1.10

6 ㎥ ～ 15 ㎥ 209 円 （ 209 円 × 水量 － 570 円 ）×1.10

16 ㎥ ～ 25 ㎥ 285 円 （ 285 円 × 水量 － 1,710 円 ）×1.10

26 ㎥ 358 円 （ 358 円 × 水量 － 3,535 円 ）×1.10

令和元年10月1日改定

基本額 275 円 × 1.10 ＝ 302 円

6 ㎥ ～ 10 ㎥ 61 円 （ 61 円 × 水量 － 30 円 ）×1.10

11 ㎥ ～ 15 ㎥ 83 円 （ 83 円 × 水量 － 250 円 ）×1.10

16 ㎥ ～ 25 ㎥ 103 円 （ 103 円 × 水量 － 550 円 ）×1.10

26 ㎥ ～ 50 ㎥ 119 円 （ 119 円 × 水量 － 950 円 ）×1.10

51 ㎥ ～ 100 ㎥ 136 円 （ 136 円 × 水量 － 1,800 円 ）×1.10

101 ㎥ ～ 250 ㎥ 159 円 （ 159 円 × 水量 － 4,100 円 ）×1.10

251 ㎥ ～ 500 ㎥ 180 円 （ 180 円 × 水量 － 9,350 円 ）×1.10

501 ㎥ ～ 2,500 ㎥ 215 円 （ 215 円 × 水量 － 26,850 円 ）×1.10

2,501 ㎥ 234 円 （ 234 円 × 水量 － 74,350 円 ）×1.10

◎消費税及び地方消費税相当額の計算方法は次のとおりです。

下 水 道 使 用 料 計 算 式（0.5か月につき）

業

務

用

従量料金

（1㎥につき）

以上

一

般

用

従量料金

（1㎥につき）

以上

種 別 単　価
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金額には、それぞれ消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
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（㎥） （円） （円） （円） （㎥） （円） （円） （円） （㎥） （円） （円） （円）

0 467 302 769 35 6,116 3,536 9,652 70 16,357 8,492 24,849

1 478 302 780 36 6,369 3,667 10,036 71 16,679 8,641 25,320

2 489 302 791 37 6,622 3,798 10,420 72 17,001 8,791 25,792

3 500 302 802 38 6,875 3,929 10,804 73 17,323 8,940 26,263

4 511 302 813 39 7,128 4,060 11,188 74 17,646 9,090 26,736

5 522 302 824 40 7,381 4,191 11,572 75 17,968 9,240 27,208

6 629 369 998 41 7,634 4,321 11,955 76 18,290 9,389 27,679

7 735 436 1,171 42 7,887 4,452 12,339 77 18,613 9,539 28,152

8 842 503 1,345 43 8,140 4,583 12,723 78 18,935 9,688 28,623

9 949 570 1,519 44 8,393 4,714 13,107 79 19,257 9,838 29,095

10 1,056 638 1,694 45 8,646 4,845 13,491 80 19,580 9,988 29,568

11 1,192 729 1,921 46 8,899 4,976 13,875 81 19,902 10,137 30,039

12 1,328 820 2,148 47 9,152 5,107 14,259 82 20,224 10,287 30,511

13 1,465 911 2,376 48 9,405 5,238 14,643 83 20,546 10,436 30,982

14 1,601 1,003 2,604 49 9,658 5,369 15,027 84 20,869 10,586 31,455

15 1,738 1,094 2,832 50 9,911 5,500 15,411 85 21,191 10,736 31,927

16 1,922 1,207 3,129 51 10,233 5,649 15,882 86 21,513 10,885 32,398

17 2,107 1,321 3,428 52 10,555 5,799 16,354 87 21,836 11,035 32,871

18 2,292 1,434 3,726 53 10,877 5,948 16,825 88 22,158 11,184 33,342

19 2,477 1,547 4,024 54 11,200 6,098 17,298 89 22,480 11,334 33,814

20 2,662 1,661 4,323 55 11,522 6,248 17,770 90 22,803 11,484 34,287

21 2,846 1,774 4,620 56 11,844 6,397 18,241 91 23,125 11,633 34,758

22 3,031 1,887 4,918 57 12,167 6,547 18,714 92 23,447 11,783 35,230

23 3,216 2,000 5,216 58 12,489 6,696 19,185 93 23,769 11,932 35,701

24 3,401 2,114 5,515 59 12,811 6,846 19,657 94 24,092 12,082 36,174

25 3,586 2,227 5,813 60 13,134 6,996 20,130 95 24,414 12,232 36,646

26 3,839 2,358 6,197 61 13,456 7,145 20,601 96 24,736 12,381 37,117

27 4,092 2,489 6,581 62 13,778 7,295 21,073 97 25,059 12,531 37,590

28 4,345 2,620 6,965 63 14,100 7,444 21,544 98 25,381 12,680 38,061

29 4,598 2,751 7,349 64 14,423 7,594 22,017 99 25,703 12,830 38,533

30 4,851 2,882 7,733 65 14,745 7,744 22,489 100 26,026 12,980 39,006

31 5,104 3,012 8,116 66 15,067 7,893 22,960

32 5,357 3,143 8,500 67 15,390 8,043 23,433

33 5,610 3,274 8,884 68 15,712 8,192 23,904

34 5,863 3,405 9,268 69 16,034 8,342 24,376

０６－６４５８－１１３２ ０６－６４５８－２１００

101㎥以上の場合は、裏面の計算方法

により簡単に算出することができます。

水道料金・下水道使用料早見表（一般用　0.5か月につき）

水 道 料 金 令和元年11月1日改定
下 水 道 使 用 料 令和元年10月1日改定

電話番号： ＦＡＸ番号：

水道のご使用開始・中止など各種お手続きについて

  【インターネットによるお申込み】

   【電話・ファックスによるお申込み】（お客さまセンター）

ご使用開始・中止や口座振替などを24時間いつでもお申込みいただけます。

水道局のホームページをご覧ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/suido/category/3511-10-0-0-0-0-0-0-0-0.html

口座振替をご利用いただきますと、お支払いのために金融機関などへお出かけになる必要がなくなり、

平日(月～金曜日)  　 土曜日 午前8時～午後8時

口座振替依頼書（郵便）による口座振替のお申込みは、お客さまセンターまでご連絡ください。
※水道料金Web口座振替受付サービスは、お取扱いできない金融機関がありますので、ホームページでご確認ください。

口座振替のお申込みは、便利な「水道料金Web口座振替受付サービス」で！

口座振替のお申込みは、
※水道料金Web口座振替受付サービスが便利です。

パソコン・スマートフォン・タブレット端末から、インターネットを利用して、いつでもお申込み

電話受付時間 12月29日、30日

いただけますので、ぜひ、ご利用ください。

「支払いを忘れていた…」ということもなくなります。

(12月31日～1月3日は休業)

下水道使用料に関することは、建設局下水道部調整課経営企画担当（電話番号：０６－６６１５－７５４５）までお問い合わせください。

午前9時～午後5時

午前9時～午後5時午前9時～午後5時日曜日･祝日 (3･4月のみ)


